
62019年（令和元年）10月号 ― タウントピックス

町
の
自
然
環
境
、
景
観
等
と
太
陽
光

発
電
設
備
を
設
置
す
る
事
業
と
の
調
和

を
図
り
、
自
然
環
境
、
景
観
を
維
持

し
、
安
全
安
心
な
生
活
環
境
の
保
全
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
条
例
を
制
定

し
、
10
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。

▼
条
例
の
概
要

①
自
然
環
境
、
魅
力
あ
る
景
観
お
よ
び

安
全
安
心
な
生
活
環
境
の
保
全
の
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
抑

制
区
域
と
し
て
指
定
し
て
い
ま
す
。

②
抑
制
区
域
を
含
む
地
域
で
は
10 

kW
以

上
、
抑
制
区
域
外
で
は
50 

kW
以
上
の

太
陽
光
発
電
設
備
で
事
業
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
町
長
の
許
可
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

③
抑
制
区
域
外
で
10 

kW
以
上
50 

kW
未

満
の
太
陽
光
発
電
設
備
で
事
業
を
行

お
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

④
事
業
が
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
場

合
は
、
是
正
措
置
の
勧
告
ま
た
は
命

令
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
主
な
抑
制
区
域
　

国
立
公
園
、
県
立
公
園
、
地
域
森
林

計
画
の
森
林
の
区
域
、
農
地
、
農
用

地
区
域
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
、
景

観
形
成
重
点
地
区
な
ど

※
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

環
境
課
環
境
保
全
係

☎
72 

６
９
１
６

大
規
模
な
土
地
の
取
引
を
し
た
と
き
、

そ
の
土
地
が
町
に
所
在
す
る
も
の
で
あ

る
場
合
、
権
利
取
得
者
（
買
い
主
）
は

町
に
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
き
、
そ

の
利
用
目
的
な
ど
の
届
出
が
必
要
で
す
。

▼
面
積
要
件

・
都
市
計
画
区
域　

５
，
０
０
０
㎡
以

上
（
主
に
旧
那
須
村
地
域
）

・
都
市
計
画
区
域
外
の
区
域　

１
０
，

０
０
０
㎡
以
上
（
主
に
旧
芦
野
町
地

域
、
旧
伊
王
野
村
地
域
）

※
個
々
の
面
積
は
小
さ
く
て
も
、
権
利

取
得
者
が
取
得
す
る
土
地
の
合
計
が
右

記
の
面
積
要
件
以
上
に
な
る
場
合
（
一

団
の
土
地
）
に
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

▼
届
出
の
必
要
な
取
引　

売
買
、
交
換
、

共
有
持
分
の
譲
渡
、
営
業
譲
渡
、
譲

渡
担
保
、
権
利
金
等
の
一
時
金
を
伴

う
地
上
権
、
賃
借
権
の
設
定
、
譲
渡

な
ど

▼
届
出
期
限　

契
約
日
か
ら
２
週
間
以

内
（
契
約
日
を
含
む
）

▼
届
出
書
類
　

土
地
売
買
等
届
出
書
１
部

※
土
地
売
買
等
届
出
書
の
様
式
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

土
地
は
、
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、
私

た
ち
の
生
活
や
企
業
活
動
に
と
っ
て
不

可
欠
な
基
盤
で
す
。
国
土
交
通
省
で
は
、

10
月
を
「
土
地
月
間
」
と
定
め
、
広
報

活
動
等
を
通
じ
て
皆
さ
ま
に
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
活
動
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　

企
画
財
政
課
総
合
政
策
係

☎
72 

６
９
０
６

地
球
温
暖
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

す
る
方
に
対
し
、
そ
の
設
置
費
の
一
部

を
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

た
だ
し
、
す
で
に
工
事
着
工
・
設
置

し
た
方
は
補
助
対
象
外
で
す
。

▼
受
　
付　

環
境
課
（
本
庁
２
階
、
役

場
開
庁
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
）

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り

ま
す
。
電
話
で
の
受
け
付
け
は
で
き
ま

せ
ん
。

▼
補
助
対
象
と
な
る
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
も
の
）

○
住
宅
等
に
設
置
す
る
太
陽
光
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
も
の

○
低
圧
配
電
線
（
50
ｋ
Ｖ
Ａ
以
下
）
と

逆
潮
流
方
式
（
消
費
電
力
よ
り
も
自

家
発
電
電
力
の
方
が
多
い
場
合
、
余

剰
電
力
を
電
力
会
社
に
売
電
す
る
こ

と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
）
で
連
携
し
、

か
つ
、
太
陽
電
池
の
最
大
出
力
の
合

計
値
が
10 
kW
未
満
の
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
も
の

○
未
使
用
品
で
あ
る
こ
と
（
中
古
品
は

補
助
対
象
外
）

▼
補
助
対
象
者
（
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
方
）

・
自
ら
居
住
す
る
住
宅
ま
た
は
居
住
し

よ
う
と
す
る
住
宅
（
延
べ
床
面
積
の

２
分
の
１
以
上
を
居
住
の
用
に
供
す

る
も
の
に
限
る
）
に
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
を
設
置
す
る
方

・
電
力
会
社
と
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

に
係
る
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
、

申
請
年
度
中
に
電
力
受
給
を
開
始
す

る
方

・
実
績
報
告
時
に
、
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
に
よ
る
電
気
の
供
給
を
受
け
る

住
宅
に
住
民
登
録
し
て
い
る
方
（
工

事
が
完
了
し
た
日
か
ら
30
日
以
内
ま

た
は
当
該
年
度
の
２
月
末
日
の
い
ず

れ
か
早
い
方
の
日
ま
で
に
実
績
報
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）

・
世
帯
全
員
が
、
現
住
所
地
等
に
お
い

て
当
該
年
度
と
前
年
度
に
課
税
さ
れ

た
町
税
等
に
滞
納
が
な
い
こ
と

※
補
助
は
、
１
住
宅
に
つ
き
１
回
、
か

つ
、
１
申
請
者
あ
た
り
１
回
限
り
で
す
。

▼
申
込
方
法　

交
付
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
付
の

上
、
提
出

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任
状

と
印
鑑
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
の
額　

１
kW
あ
た
り
３
万
円

（
限
度
額
10
万
円
）

▼
問
合
せ　

環
境
課
環
境
保
全
係

☎
72 

６
９
１
６

10月1日から太陽光発電設備
設置事業に関する条例を施行しました
10月1日から太陽光発電設備
設置事業に関する条例を施行しました
10月1日から太陽光発電設備
設置事業に関する条例を施行しました

大規模な土地取引をした
場合には届出が必要です

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
の

補
助
制
度
は
今
年
度
ま
で
で
す


